
■インド：電力省、EV充電ステーション事業はライセンス不要と発表 

電力省は 2018年 4月 13日、インドで電気自動車（EV）充電ステーション事業を行うため

のライセンスは不要と発表した。インドでは、2003年電気法により、売電は配電ライセン

スを保有する配電会社に、転売は取引ライセンスを保有する電力取引会社に限定されてい

る。電力省は、バッテリーへの充電は電気の転売には当たらないとして、充電ステーショ

ン事業者にはいかなるライセンスも不要であることを明確にした。これにより、改めて配

電ライセンスを持たない事業者の参入障壁がないことが確認されたことで、今後、充電ス

テーションビジネスの活性化が期待される。 


